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静岡県社会福祉士会は、ソーシャルワーカーの国家資格である社会福祉士資格
を有する者で組織する職能団体です。

  一般社団法人静岡県社会福祉士会
    〒420-0856 静岡市葵区駿府町1-70　
                 静岡県総合社会福祉会館４階
     T E L　   054-252-9877 　　
     F A X     054-252-0016
     U R L     http://www4.tokai.or.jp/shizuoka-csw
     E-mail　　shizuokacsw＠yr.tnc.ne.jp
入会を希望される方は、一般社団法人静岡県社会福祉士会へ入会案内資料をご請求下さい。
入会資料の取り寄せは、社団法人日本社会福祉士会ホームページからも行なえます。
http ://w w w .jacsw .or.jp /

福祉のことで困った時は・・・
　　　　　　　　　相談援助の専門職

一般社団法人　静岡県社会福祉士会
あなたを支える社会福祉のネットワーク

社会福祉士
生活の上で困っている人などの相談に応じ、一緒に考えていくことを仕事にしています。

ＴＥＬ　０５４－２５２－９８７７
（相談日・時間　平日１３：００～１７：００）

成年後見制度・・・
どうしたら利用できるの？

介護保険サービスや
障がい福祉サービスを
利用したいのだけど・・

入院や退院の手続き、
病気を抱えたこれか
らの生活が心配・・・

子供や高齢者、
私への虐待が・・・

生活が苦しくて
困っている・・・

静 岡 県 社 会 福 祉 士 会
成年後見支援センターぱあとなあ静岡

社会福祉士及び介護福祉士法 第46条
社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
社会福祉士又は介護福祉士でなくなった後においても、同様とする。

相談における秘密を、決して洩らすことはありません。

こんなことでお悩みではありませんか?
○家族から虐待を受けているようだが、どうすればよいのかわからない。

○病気や障がい、その他の理由で、これからの生活に見通しがつかない。

○認知症や精神の障がいなどがあり、誰か見守る人がいないと心配。

○成年後見制度を利用したいのだけど手続きがわからない。

○詐欺や誇大広告などに騙されている老親が心配。

○近隣に住む人が、一人暮らしで認知症のようだがどうすればよいか心配。

○介護保険を利用しているが、サービスの内容等に不安がある。

○施設を退所して、地域でくらしてみたい。

お悩みの方はぜひご相談下さい。

初回相談（30分程度）は、無料です。
相談日時等は、事前に予約をしていただけると幸いです。
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